
お客様各位

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別なるごひいきを賜り社員を代表し厚く御礼申し上げます。

さて全日本印刷工業組合連合会（印刷組合）より「印刷業務の契約と著作権の取扱」に
関する指導があり、添付の資料および著作権取扱に関する同意書を同封いたします。
これは著作権の定義及び権利が記載されております。また最近のネット社会における
著作権の無視・軽視、また写真やイラスト・デザインなどの無断使用が頻発されている
状況を警鐘したものとなっております。

当社といたしまして、著作権無視による乱用は社会的に問題があると考え、
また業界母体となる全日本印刷工業組合連合会（印刷組合）の指南に同意し、
お客さまのご理解を頂く活動をさせて頂いております。

上記趣旨をご理解の上、以下ご確認をお願い申し上げます。

著作権の取扱に関するお願い

敬具
記

著作権の定義
広義の著作権は、著作者人格権と財産権に分類されます。著作者人格権は著作者
の一身に専属する権利として譲渡が出来ない権利です。財産権は著作権のうち２次
的著作物を利用する権利のことで、有償による譲渡などが一般的です。

当社のデータ
譲渡の考え

最近はデザインデータ（イラストレータ等のデータ）の譲渡を依頼を受けること
があります。その場合は以下の考えで支給等を考えております。
●データ譲渡即ち２次使用の場合
　　□御社内でデータ加工をする場合（自社でｗｅｂにアップするなど）
　　　→データ譲渡は無償で対応致します※１

　　□御社以外の他社への譲渡がある場合
　　　→データ譲渡に関しては、両者協議の上決定する※２
　　　

２次的著作権
の利用

２次的著作権の利用（財産権の譲渡）は標準的な金額設定はなく、ホームページ
などで調査したところ、以下のようなものがありました。
●写真の貸し出し
ホームページの利用／５,０００円（１ヶ月）　　
書籍・印刷物／５,０００円（１Ｐ）

※１：無償提供は著作権保護上、特別なる配慮とご理解をお願いします。
※２：有償となる場合もございます。ご了承をお願い申し上げます。

今回の書類の内容は時代の背景や各種条件により無断にて変更する場合があります。ご了承を頂きますようお願い申し上げます。

代表取締役　北原　修


